
597

ご契約のしおり00

責任開始に関する特約
（実施　平25.4.2）

 第１条  特約の付加

この特約は、保険契約者から申出があり、かつ、会社が承諾したときに、主たる
保険契約（以下「主契約」といいます。）に付加します。

 第２条  責任開始の時

１．主契約の締結の際に、この特約を付加するときは、主契約の普通保険約款の責任
開始の時の規定にかかわらず、保険契約者が主契約の申込みをした時または会社
が被保険者に関する告知を受けた時のいずれか遅い時を責任開始の時とし、責任
開始の時を含む日を責任開始の日および契約成立日とします。なお、主契約に規
定する契約年齢の計算にあたっては、契約成立日を基準とし、保険期間の計算に
あたっては、契約成立日を算入します。

２．特約の中途付加の際に、この特約を付加するときは、中途付加する特約の責任開
始の時の規定にかかわらず、保険契約者が特約の申込みをした時または会社が被
保険者に関する告知を受けた時のいずれか遅い時を特約の責任開始の時とし、特
約の責任開始の時を含む日を特約の責任開始の日とします。

 第３条  第１回保険料の払込みおよび猶予期間

１．第１回保険料（特約の中途付加の際に、この特約を付加するときは、中途付加す
る特約の第１回保険料に相当する金額とします。また、利率変動型積立保険普通
保険約款に基づき、第１回保険料とともに払い込むべき不定期払保険料があると
きは、これを含みます。以下同じ。）は、払込期間中に払い込むことを必要とし
ます。

２．本条の１．の払込期間は、責任開始の日からその日を含めて責任開始の日を含む
月の翌月末日までの期間とします。

３．第１回保険料の払込みについては、本条の２．に定める払込期間の翌月１日から
末日までの猶予期間があります。

 第４条  第１回保険料の払込み前に支払事由等が生じた場合の取扱い

第１回保険料が払い込まれないまま、第１回保険料の猶予期間満了日（第３条）
までに、保険金等＊１の支払事由または保険料の払込免除事由が生じたときは、次
のとおり取扱います。

項　目 内　容

⑴ 保険金等＊１を支払うと
き

第１回保険料＊２を差し引いて支払います。ただし、
会社が支払うべき金額が第１回保険料＊２に不足す
るときは、保険契約者は、その猶予期間満了日まで
に第１回保険料＊２を払い込むことを必要とします。
第１回保険料＊２の払込みがないときは、会社は、
支払事由の発生により支払うべき金額を支払いませ
ん。

⑵ 保険料の払込みを免除
するとき

保険契約者は、第１回保険料＊２をその猶予期間満
了日までに払い込むことを必要とします。第１回保
険料＊２が払い込まれないときは、会社は、保険料
の払込みを免除しません。

 第５条  第１回保険料の払込みがない場合の取扱い

１．第１回保険料の猶予期間満了日（第３条）までに第１回保険料の払込みがないと
きは、主契約およびこれに付加された特約＊１は無効とします。ただし、第４条の
⑴に該当する場合は無効としません。

２．本条の１．の規定によって主契約およびこれに付加された特約＊１を無効とした場

 第４条  補足説明

＊１ 保険金等
主契約の普通保険約款および主
契約に付加された特約の規定に
基づいて支払われる保険金・給
付金・見舞金・年金をいい、そ
の名称の如何を問いません。

＊２ 第１回保険料
第２回以後の保険料について、
主契約の普通保険約款または主
契約に付加された特約の規定に
基づいて差引くべき未払込保険
料があるときは第２回以後の払
込保険料を含みます。

 第５条  補足説明

＊１ 主契約およびこれに付加さ
れた特約

特約の中途付加の際に、この特
約を付加したときは、中途付加
した特約とします。
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合、返戻金または責任準備金の払戻しはありません。

 第６条  特約の解約

この特約のみの解約は取扱いません。

 第７条  第１回保険料の払込み前の保険契約の返戻金

第１回保険料の払込み前の主契約およびこれに付加された特約＊１には返戻金は
ありません。

 第８条  第１回保険料の払込み前の保険契約の減額

普通保険約款の減額の規定にかかわらず、第１回保険料の払込み前の主契約およ
びこれに付加された特約＊１は減額できません。

 第９条  第１回保険料の払込み前の主契約に付加された特約の解約

主契約に付加された特約＊１の解約の規定にかかわらず、第１回保険料の払込み前
に、主契約に付加された特約＊１を解約するときは、主契約と合わせて解約するこ
とを必要とし、主契約に付加された特約＊１のみを解約することはできません。

 第10条  普通保険約款の規定の準用

この特約に別段の定めのないときは、普通保険約款の規定を準用します。

 第11条  ５年ごと利差配当付新がん保険（返戻金なし型）契約等に付加
する場合の特則

この特約を５年ごと利差配当付新がん保険（返戻金なし型）契約等＊１に付加する
ときは、次の⑴および⑵のとおり取り扱います。
⑴　第２条（責任開始の時）中、「責任開始の時」とあるのを「保険期間開始の時」
に、「責任開始の日」とあるのを「保険期間開始の日」に、それぞれ読み替
えます。

⑵　第３条（第１回保険料の払込みおよび猶予期間）の２．中、「責任開始の日」
とあるのを「保険期間開始の日」と読み替えます。

 第12条  新こども保険契約に付加する場合の特則

この特約を新こども保険契約に付加するときは、第２条（責任開始の時）中、「被
保険者」とあるのを「被保険者および保険契約者」と読み替えます。

 第13条  利率変動型積立保険契約に付加する場合の特則

この特約を利率変動型積立保険契約に付加するときは、普通保険約款の規定にか
かわらず、第１回保険料の払込み前の保険契約の保険料の変更はできません。

 第７条  補足説明

＊１ 主契約およびこれに付加さ
れた特約

特約の中途付加の際に、この特
約を付加したときは、中途付加
した特約とします。

 第８条  補足説明

＊１ 主契約およびこれに付加さ
れた特約

特約の中途付加の際に、この特
約を付加したときは、中途付加
した特約とします。

 第９条  補足説明

＊１ 主契約に付加された特約
特約の中途付加の際に、この特
約を付加したときは、中途付加
した特約とします。

 第11条  補足説明

＊１ ５年ごと利差配当付新がん
保険（返戻金なし型）契約
等

次の⑴から⑶をいいます。
⑴　５年ごと利差配当付新がん
保険（返戻金なし型）契約

⑵　無配当生活習慣病保険（返
戻金なし型）契約

⑶　無配当３大疾病一時金付生
活習慣病保険（返戻金なし
型）契約
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